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てください フイルム出力は 線、トンボ無し。
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務務 療養病床削減・廃止方針の再検討を求める意見書

国が、全国 万床の療養病床のうち、 万床を廃止
する方針を決定したことにより、行き場を失った患者
が介護難民・医療難民化することが危惧されている。
政府におかれては、療養病床の廃止・削減の方針を
いったん凍結し、施設入所・入院を必要とするような
患者が発生する社会的な要因を検討し、解決する仕組
み作りを優先することを要望する。

リハビリテーションの算定日数制限撤廃を
求める意見書

年４月の診療報酬改定により、リハビリテーシ
ョンについて、保険適用に上限日数制が導入され、医
療上の必要性があるにも関わらずリハビリが受けられ
ない患者が発生し、大きな問題になっている。
政府におかれては、次の事項を実現されるよう強く
要望する。
国はただちにリハビリテーションの診療報酬算定
日数制限を撤廃し、必要な患者が必要なだけリハ
ビリテーションを受けられるようにすること。。

特定健康診査・特定保健指導の拙速な実施は
中止し、再検討を求める意見書

医療制度改革関連法実施により、 年４月１日よ
り市町村をはじめとした各保険者に義務付けられる特
定健康診査・特定保健指導は、都道府県の定める 医
療費適正化計画 における目標値、 糖尿病等の患者
・予備群 ％減少 を達成する具体的方策として実施
される。
特定健康診査・特定保健指導が実施されるならば、
住民の健康と生命を支え、治療・予防に重要な役割を
果たしてきた保健事業の後退が危惧される。
政府におかれては、次の事項について再検討される
ことを求める。
特定健診、特定保健指導の拙速な実施を見合わせ、
十分な医学的検証と国の負担を含めた費用負担の
あり方について再検討を行うこと。
健診や保健指導の実績が保険者へのペナルティと
なって跳ね返る仕組みを導入しないこと。
今後とも、自治体や保険者が実施する保健予防活
動は、国の十分な責任のもとに実施されるべき公
衆衛生活動の一環であることを確認し、現行の保
健予防活動のあり方を充実させる方向で再検討す
ること。

第
二
名
神
高
速
道
路
の

進
捗
状
況
は
。

建
設
部
長

抜
本
的
見
直

し
区
間
で
あ
る
大
津
城
陽
間

と
八
幡
高
槻
間
を
除
く
愛
知

県
か
ら
兵
庫
県
の
各
工
区
で

事
業
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ

て
い
る
。

八
幡
城
陽
間
の
事
業
の

施
工
は
い
つ
ご
ろ
に
予
定
し

て
い
る
か
。

建
設
部
長

平
成

年
工

事
に
着
手
、
完
成
目
標
平
成

年
度
を
予
定
さ
れ
て
い
る
。

障
害
者
自
立
支
援
法
が

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
が
、

運
営
上
の
問
題
点
は
。

保
健
福
祉
部
長

財
源
確

保
が
大
き
な
課
題
。
生
活
実

態
に
合
っ
た
福
祉
制
度
と
な

る
よ
う
国
、
府
へ
要
望
し
て

い
く
。平

成

年
度
は
、
民
生

児
童
委
員
の
改
選
の
年
で
あ

り
、
委
員
の
増
員
が
必
要
と

思
う
が
、
市
の
考
え
は
。

保
健
福
祉
部
長

市
北
部

地
域
で
の
人
口
増
加
が
著
し

い
こ
と
か
ら
、
定
数
増
に
向

け
、
京
都
府
に
強
く
要
望
し

て
い
く
。

高
齢
者
世
帯
、
独
居
老

人
に
対
す
る
見
守
り
体
制

は
、
十
分
か
。

保
健
福
祉
部
長

隣
近
所

を
は
じ
め
、
老
人
会
、
区
・

自
治
会
な
ど
、
地
域
で
の
主

体
的
な
取
り
組
み
を
欠
か
す

こ
と
な
く
、
今
後
も
地
域
組

織
と
の
連
携
を
図
り
対
応
し

て
い
き
た
い
。

黒
田
川
上
流
域
の
排
水

路
の
整
備
改
修
に
つ
い
て
。

建
設
部
長

平
成

年
以

降
も
引
き
続
き
地
元
役
員
、

地
権
者
と
協
議
を
行
い
整
備

を
進
め
る
。

山
手
幹
線
に
関
し
て
、

信
号
機
及
び
バ
ス
停
留
所
の

設
置
に
つ
い
て
は
。

安
心
ま
ち
づ
く
り
室
長

平
成

年
１
月

日
に
、
薪

公
民
館
で
地
元
と
協
議
を
行

っ
た
。
供
用
開
始
に
向
け
て

の
交
通
安
全
対
策
、
防
犯
対

策
の
内
容
を
、
京
都
府
田
辺

警
察
署
、
京
都
府
山
城
北
土

木
事
務
所
に
対
し
要
望
を
行

っ
て
い
く
。

バ
ス
停
に
つ
い
て
は
、
薪

区
と
京
都
府
と
バ
ス
会
社
と

協
議
し
た
結
果
、
薪
地
区
内

に
お
い
て
一
カ
所
増
設
し
、

計
３
カ
所
設
置
す
る
予
定
で

あ
る
。

北
部
地
域
の
開
発
が
進

み
、
共
働
き
家
庭
が
増
え
る

中
で
、
保
育
所
の
増
設
は
急

務
で
あ
る
。
松
井
ケ
丘
保
育

園
の
分
館
の
パ
ス
テ
ル
キ
ッ

ズ
も
２
歳
か
ら
受
け
入
れ
が

で
き
な
い
。
中
途
か
ら
の
入

所
も
含
め
、
待
機
児
を
出
さ

な
い
為
に
保
育
所
の
増
設
を
。

ま
た
、
民
間
保
育
所
へ
の
受

け
入
れ
が
増
大
し
て
い
る
中

で
、
民
間
保
育
所
の
運
営
費

の
補
助
金
は
増
え
ず
、
国
の

運
営
費
助
成
も
減
ら
さ
れ
て

い
る
。
充
実
し
た
保
育
体
制

を
つ
く
る
た
め
に
も
助
成
の

拡
大
を
。
ま
た
、
子
ど
も
の

健
康
診
断
が
、
他
市
で
は
助

成
が
あ
る
が
本
市
で
は
助
成

し
て
い
な
い
。
民
間
保
育
所

へ
の
助
成
を
す
べ
き
。

保
健
福
祉
部
長

人
口
増

加
か
ら
保
育
所
の
対
策
は
検

討
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

民
間
保
育
所
の
助
成
に
つ
い

て
は
、
要
望
が
あ
る
な
ら
調

査
す
る
。

高
齢
者
向
け
居
住
設
備

改
善
費
補
助
事
業
は
、
京
田

辺
市
は
、
介
護
保
険
の
不
十

分
さ
を
補
う
福
祉
政
策
と
し

て
市
独
自
で

万
円
を
上
乗

せ
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
補
助
率
を
半
分
も
大
幅

に
カ
ッ
ト
し
、
そ
の
上
、
介

護
保
険
に
上
乗
せ
で
き
な
い

と
改
悪
し
て
い
る
。
実
際
、

ト
イ
レ
を
直
し
た
り
、
て
す

り
を
つ
け
る
に
し
て
も

万

円
以
上
は
、
必
要
で
あ
り
、

行
政
改
革
と
い
っ
て
も
、
市

民
に
喜
ば
れ
、
大
事
な
施
策

を
削
減
す
る
こ
と
は
問
題
で

あ
る
。
ま
た
、
工
務
店
な
ど

市
内
業
者
育
成
に
も
必
要
だ
。

利
用
者
の
実
態
把
握
を
し
て

見
直
す
べ
き
だ
。

保
健
福
祉
部
長

行
政
改

革
の
も
と
で
適
正
な
執
行
と

い
う
視
点
か
ら
、
制
度
の
見

直
し
を
行
っ
た
。
実
態
把
握

に
つ
い
て
は
、
検
討
す
る
。

虚
空
蔵
谷
の
不
法
建
築

は
、
１
５
０
０
坪
と
大
規
模

な
建
築
で
あ
り
、
水
道
水
も

通
っ
て
い
な
い
な
か
で
、
井

戸
水
を
使
用
し
て
い
る
問
題

や
、
防
災
の
関
係
で
も

防

火
管
理
者
が
い
な
い
、
避
難

誘
導
が
不
十
分
で
あ
る

と

い
う
事
が
判
明
し
て
い
る
。

府
に
指
導
強
化
を
求
め
よ
。

建
設
部
長

府
と
連
携
し

て
、
適
正
な
指
導
が
行
わ
れ

る
よ
う
申
し
入
れ
る
。

北部地域の民間保育園（松井ケ丘）

新設される山手幹線と市道の交差部（薪）

喜

多

英

男

議
員
（
一
新
会
）

水

野

恭

子

議
員
（
共
産
党
）

共
同
企
業
体
（

）

（
２
面
７
段
目
他
）

複
数
の
建
設
業
者
が
共
同

で
工
事
を
受
注
し
、
施
工
・

完
成
さ
せ
る
方
法
の
こ
と
。

単
に
仕
事
を
分
割
し
て
行
う

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
例

え
ば
土
木
に
強
い
企
業
と
、

建
築
に
強
い
企
業
が
お
互
い

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
ち
寄
っ

て
、
質
と
生
産
性
を
高
め
る

た
め
に
採
用
す
る
こ
と
が
多

い
。

と
は
、

の
頭
文
字
。

（
４
面
右
４
段
目
他
）

と
は
、

（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）

の
頭
文
字
を
並
べ
た
も
の
で

あ
り
、
臨
床
的
評
価
に
よ
っ

て
、
除
細
動
器
と
し
て
の
安

全
性
と
有
効
性
が
確
認
さ
れ

た
機
器
で
あ
る
。
音
声
で
操

作
手
順
、方
法
が
指
示
さ
れ
、

救
助
者
は
そ
れ
に
従
う
こ
と

に
よ
り
、
除
細
動
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

（
５
面
左
７
段
目
他
）

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
は
、

自
然
災
害
に
よ
る
被
害
を
予

測
し
、
そ
の
被
害
範
囲
を
地

図
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
予

測
さ
れ
る
災
害
の
発
生
地
点
、

被
害
の
拡
大
範
囲
及
び
被
害

程
度
、さ
ら
に
は
避
難
経
路
、

避
難
場
所
な
ど
の
情
報
が
既

存
の
地
図
上
に
図
示
さ
れ
て

い
る
。

年（平成 年） 月 日


